
【タイ－経済】

ＡＥＣ発足まで１年、セミナーで進捗確認
　東南アジア諸国連合（ＡＳＥＡＮ）経済共同体（ＡＥ
Ｃ）の発足を来年末に控え、関連のセミナーが12日に
バンコクで開かれ、日本貿易振興機構（ジェトロ）バン
コク事務所の伊藤博敏・主任調査研究員が進捗（しんち
ょく）状況と今後の課題などを解説した。貿易や投資、
域内拠点再編などの観点から「日本企業が最大のステー
クホルダーになる」と指摘し、今後の動向に注目すると
ともに、経済の自由化実現に向けた各国への働きかけを
行っていくことも重要になるとの認識を示した。

　伊藤氏は「ＡＥＣの進捗と課題」をテーマに、関税撤
廃、通関手続き、非関税障壁、サービス自由化、熟練労
働者の移動自由化――の５分野の進捗状況について解
説。「ＡＥＣは物品・サービス・人・資本が自由に移動
する『共同市場』ではない」と強調した上で、最初に関
税削減の進捗状況について説明した。注目点として、既
に99％以上の品目で関税が撤廃されているＡＳＥＡＮ
初期加盟国とは対照的に、ＣＬＭＶ（カンボジア、ラオ
ス、ミャンマー、ベトナム）諸国では３割近くの品目で

関税がいまだ撤廃されていない点に言及。2016年までに
原則ゼロ関税となる品目の取り扱いに加え、18年までの
猶予分として関税が維持される総品目数の最大７％の
品目に何が含まれるかに注目する必要があると説明し
た。
　通関手続きでは、「ペースは遅いながらも着実な取り
組みが見られる」と述べ、改善に期待。タイでは関税関
連の規則改正の動きがあり、関税番号の記載間違いなど
による過少申告に対する罰金の引き下げといった事後
調査制度の見直しや、事前教示制度の効果拡大などの改
善が期待できると説明した。
　

中長期的な課題も
　
　サービスの自由化では、各国政府が公表している約束
表は条件を名目上クリアしているだけで、実態を伴って
いないケースが散見されると指摘し、詳細までチェック
する必要があるとした。非関税障壁については、明確な
定義がないことから「中長期的な課題」になっていると
の認識を示し、法的な拘束力を設けるなど、各国政府に
実行に向けた働きかけを行っていく必要もあると説明。
08年以降にＡＳＥＡＮ事務局と定期的な対話の場を設
けている在ＡＳＥＡＮ日本人商工会議所連合会（ＦＪＣ
ＣＩＡ）などを通じて要望を伝えていくことも提案し
た。
　セミナーは、製造現場支援システムの提供などを手掛
けるデータ・コレクション・システムズ（ＤＣＳ、横浜
市）、生産スケジューラーを開発・販売するアスプロー
バ（東京都品川区）、ＮＥＣが共催。日系製造業関係者
ら約50人が出席した。

【タイ－経済】

個人所得税の軽減措置、１年延長
　個人所得税の軽減措置の１年延長が、官報に記載され
て発効した。消費者の購買力の拡大と経済の活性化が目
的。軽減措置は、インラック前政権が１年間の期間限定
で実施した。12日付バンコクポストが報じた。
　軽減措置による税率は、◇年収10万バーツ（約35万
円）以下＝５％◇10万１～30万バーツ＝５％（措置前
は10％）◇30万１～50万バーツ＝10％◇50万１～75
万バーツ＝15％（同20％）◇75万１～100万バーツ＝
20％◇100万１～200万バーツ＝25％（同30％）◇200

万１～400万バーツ未満＝30％◇400万バーツ以上＝
35％（同37％）──。
　個人所得税の軽減措置は、昨年に前政権が経済の国際
競争力引き上げと社会の公平性確立、経済の安定性確保
のため、生活者を支援するとして実施。政府は来年半ば
に富裕層を想定した相続税、贈与税法の施行を目指して
おり、低～中所得層の納税負担を軽減する措置の継続で
徴税のメリハリをつける狙いがあるとみられる。
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